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佐
賀
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
五
日 
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佐
賀
県
規
則
第
三
十
二
号 

 
 
 

佐
賀
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

佐
賀
県
行
政
組
織
規
則
（
平
成
十
六
年
佐
賀
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
五
条
第
一
項
第
三
号
中
「
人
材
育
成
総
括
監
及
び
」
を
「
経
営
支
援
本
部
に
お
け
る
」

に
改
め
る
。 

 

第
六
条
の
消
防
防
災
課
の
分
掌
事
務
の
第
一
号
中
「
防
災
に
関
す
る
企
画
及
び
」
を
削
り
、

同
課
の
分
掌
事
務
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
一
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 

第
十
八
条
第
三
項
中
「
及
び
危
機
管
理
・
報
道
監
」
を
「
、
危
機
管
理
・
報
道
監
及
び
総

合
防
災
統
括
監
」
に
改
め
、
「
医
療
統
括
監
を
」
の
下
に
「
、
農
林
水
産
商
工
本
部
に
国
際
戦

略
統
括
監
を
」
を
加
え
、
同
条
第
九
項
中
「
、
危
機
管
理
」
の
下
に
「
（
防
災
に
関
す
る
部
分

を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
十
一
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。 

12 

国
際
戦
略
統
括
監
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
海
外
施
策
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。 

 

第
十
八
条
第
十
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

10 

総
合
防
災
統
括
監
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
防
災
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。 

 

第
十
九
条
第
二
項
中
「
消
費
者
行
政
総
括
監
を
」
の
下
に
「
、
健
康
福
祉
本
部
に
が
ん
対

策
総
括
監
を
」
を
加
え
、
同
条
中
第
十
一
項
を
第
十
二
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で

を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
七
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

８ 

が
ん
対
策
総
括
監
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
が
ん
対
策
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。 

 

第
二
十
五
条
第
三
項
中
「
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
被
災
者
の
受
け
入
れ
支
援
」



2 

を
「
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
支
援
に
関
す
る
事
務
の
一
部
又
は
防
災
に
関
す
る
企
画
及
び

防
災
会
議
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 
則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
佐
賀
県
公
有
財
産
規
則
の
一
部
改
正
） 

２ 

佐
賀
県
公
有
財
産
規
則
（
昭
和
四
十
年
佐
賀
県
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
三
号
中
「
人
材
育
成
総
括
監
及
び
」
を
「
経
営
支
援
本
部
に
お
け
る
」
に
改

め
る
。 

 

（
佐
賀
県
財
務
規
則
の
一
部
改
正
） 

３ 

佐
賀
県
財
務
規
則
（
平
成
四
年
佐
賀
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
三
号
中
「
人
材
育
成
総
括
監
及
び
」
を
「
経
営
支
援
本
部
に
お
け
る
」
に
改

め
、
同
条
第
四
号
中
「
セ
ン
タ
ー
の
長
」
の
下
に
「
、
粒
子
線
治
療
推
進
監
、
国
際
戦
略

推
進
監
」
を
、
「
特
定
政
策
組
織
」
の
下
に
「
（
粒
子
線
治
療
推
進
監
及
び
組
織
規
則
第
二

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
職
に
あ
る
者
か
ら
な
る
組
織
並
び
に
国
際
戦
略

推
進
監
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
職
に
あ
る
者
か
ら
な
る
組
織
を
除
く
。
）
」
を

加
え
、
同
条
第
六
号
中
「
粒
子
線
治
療
推
進
監
、
国
際
戦
略
推
進
監
、
」
を
削
る
。 


